
豊前市公告第 73 号 

 

 「令和５年度豊前市ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ活用事業（行政ｺﾐｭﾆﾃｨ基盤：暗号化通信環境整備）業務委託」

について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第

167条の 6第 1項及び豊前市財務規則 96条の規定により公告する。 

 

令和５年１１月２１日 

豊前市長  後藤 元秀 

 

１ 契約の概要 

（1）契約名称 令和５年度豊前市ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ活用事業（行政ｺﾐｭﾆﾃｨ基盤：暗号化通信環境整備）

業務委託 

（2）納入場所 豊前市大字吉木 

（3）概要   国の令和４年度補正予算により実施された「デジタル田園都市国家構想交付

金（デジタル実装タイプ）」の交付決定を受け、令和５年６月議会定例会におい

て、マイナンバーカード活用事業に係る予算が令和５年度補正予算として成立

した。 

採択された事業のうち、マイナンバーカードによる本人確認機能を備えたリ

モート窓口に使用可能な基礎的な設備として、インターネットを介した通信の

安全性を確保するための暗号化通信を備えた通信環境（以下、「行政コミュニテ

ィネットワーク」という。）を整備するもの。 

 

（4）納期限  令和６年 3月 31日 

（5）予定価格     4,100,000円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

（6）最低制限価格 設定無 

 

２ 担当部局及び問合せ先 

豊前市 総務部デジタル化推進室 （担当 木戸） 

   〒828－8501 福岡県豊前市大字吉木 955番地 豊前市役所 2階  

   電話     0979-82-1118 

   電子メール  jyohou@city.buzen.lg.jp 

 

３ 入札の参加資格の要件 

本入札に参加できる者は、単体企業による施行方式とし、次に掲げる条件を満たす者でなけ

ればならない。 

なお、入札及び契約締結時も同様とする。 

①  地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当しないこと。 

②  会社更生法（平成 14年法律第 154号）の規定による更生手続開始の申立て中、又は更 生

手続き中でないこと。また、民事再生法（平成 11年法律第 225号）の規定による再生手続

開始の申立て中、又は再生手続き中でないこと。ただし、更生手続開始の決定又は再生計



画認可の決定が参加申込期日以前になされている場合は、この限りでない。 

③ 豊前市財務規則（昭和 41 年規則第 4 号）第 92 条第 2 項に規定する名簿に登録され 

ている者であること。ただし、登録がない場合は、入札参加申込時に登録に必要な書類 を

提出し、審査の結果、登録可能であると認められた者であること。 

④ 本委託業務を円滑に遂行できるよう、安定的かつ健全な財務能力を有していること。 

⑤  国税及び地方税を滞納していないこと。 

⑥  参加意向申出日から契約締結までのいずれの日においても、営業停止処分又は豊前市及

び福岡県から指名停止措置を受けていないこと。 

⑦ 宗教活動や政治活動を目的とする団体でないこと。 

⑧ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号。以下「法」と

いう。）第 2 条第 2 号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）のほか、次のいずれに

も該当しない者（次のいずれかに該当した者であって、その事実がなくなった後２年間を

経過しない者を含む。） 

ア 法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが、暴力

団である者又は暴力団員がその経営に関与している者 

ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を

もって暴力団の利用等をしている者 

エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的に暴力

団の維持運営に協力し、又は関与している者 

オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 

キ 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者 

⑨ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれ

のある団体に属しない者（その事実がなくなった後２年間を経過しない者を含む。） 

 

４ 仕様書等の配布及び質疑、回答 

（1）仕様書等は、以下の部局でＣＤ等電子媒体にて配付する。ただし、入札に関与しない者への

配布及びインターネット等での公開を禁じる。 

豊前市役所財務課管財係（豊前市本庁舎２階） 

 

   なお、配布を受けた者は、連絡先（電話番号及びメールアドレス）が分かるよう、担当者の

名刺を１枚提出すること。 

 

（2）仕様書等の内容について質問がある場合は、期日までに２の担当部局へ電子メールにて提出

のこと。なお、入札事務の手続き等に関する問い合わせはこの限りではない。 

① 質問受付期間   令和５年 11月 22日から令和５年 11 月 24日 12時（正午）ま

で（期日時間を過ぎたものは回答しない） 

② 送付先部局     豊前市総務部デジタル化推進室（電話番号 0979-82-1118） 

③ 送付先メールアドレス  jyohou@city.buzen.lg.jp 



④ メールの記載・送付 メールの件名に「【入札に関する質問】」と文頭に記載するこ

と。 

⑤の様式に質問内容を記載し、エクセル形式の添付ファイル

で送付すること。⑤の質問票に記載された質問以外は受け付

けない。（メール本文には、質問内容を記載しないこと。） 

⑤ 質問票  規定の様式「質問票」に仕様に関する質問を記入すること。 

⑥ 送達確認  質問を４(2)の①から⑤の要領で電子メールした後、必ず②の

部局に電話にて送付した旨を連絡すること。なお、受信が確

認できなかった場合に備え、折り返しの電話番号（代表電話

の番号の場合は、内線番号を含む。）と担当者名を伝えること。 

（3）質問に対する回答は、仕様書の配布を受けた全ての者に対し、令和５年 11月 27日 12時（正

午）までに送付する。 

   

５ 入札参加資格申請書等の提出 

（1）条件付一般競争入札に参加しようとする者は、５(3)①に示す期日までに条件付一般競争入

札参加資格申請書及び添付書類（以下「申請書等」という。）を市長に提出すること。 

 （2）申請書等の提出方法 

  ① 申請書等は、別に定める様式により行なうものとする。 

  ② 申請書等は持参するものとし、電子メール又は郵送等によるものは受付けない。 

③ ただし、申請書等の添付書類「仕様申立書」の提出方法は、「５(4) 仕様申立書の提出 

」のとおりとする。 

（3）申請書等の受付 

① 受付期間は令和５年 11月 21日から令和５年 11月 28日までの、土・日曜日・祝日を除く

日の、8時 30分から 17時までとする。（ただし、12時 15分から 13時までを除く。） 

② 受付場所は、豊前市役所財務課管財係（豊前市本庁舎２階）とする。 

   ③ 申請書等の様式の配布は、受付期間中に受付場所又は豊前市ホームページにて行う。 

  ④ 申請及び資料に係る費用は、申請者の負担とする。 

⑤ 市は、提出された申請書等を無断で他の用途に使用しないものとする。 

⑥ 提出された申請書等は、返却しないものとする。 

⑦ 申請の際に、条件付一般競争入札参加資格確認通知書を送付するための返信用封筒（定形

長３）を提出すること。 

⑧ 返信用封筒（定形長３）の表には申請者の郵便番号住所氏名を記載し、84 円分の切手を

貼付しておくこと。 

 

(4) 仕様申立書の提出 

   条件付一般競争入札参加資格申請書に添付する「仕様申立書」の提出方法は、以下のとお

り。 

① 受付期間      入札参加資格申請書等の提出と同じ。  

② 提出先         入札参加資格申請書等の提出と同じ。 

③ 仕様申立書の記載    ４（１）で配布する「仕様書等」のうち、「仕様申立書」に必



要事項を記入すること。 

 また、仕様申立書に記載された製品が実在のものであること

を示す資料（製品カタログまたは、メーカーのホームページ

の印刷）を提出すること。ホームページ掲載の資料を提出す

るときは、掲示されているＵＲＬを資料に記載すること。 

 

６ 入札参加資格の確認 

（1）申請書等を受理したときは、入札参加資格の有無を確認し、令和５年 12月 1日までに豊前

市条件付一般競争入札参加資格確認通知書により申請者に通知する。 

（2）前項の規定により入札参加資格がない旨の通知を受けた者（入札参加申請者）は、その理

由に不服があるときは、令和５年 12 月 7 日 15 時までに書面により説明を求めることが出来

る。 

（3）前項の規定による請求に対しては、令和５年 12 月 11 日までに書面により当該入札参加申

請者に回答する。 

 

７ 入札参加資格の喪失 

条件付一般競争入札に参加できることとなった者（以下「入札参加資格者」という。）が入札

開札日までの間に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該入札に参加できな

い。 

（1）入札参加資格の要件を欠いたとき。 

(2) 仕様申立書に記載されている内容が仕様書に適合しないものと見做されたとき。 

（3）申請書等に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。 

（4）前各号に掲げる者のほか条件付一般競争入札に参加させることが、著しく不適当と認めら

れるとき。 

 

８ 入札の方法 

  郵便入札とし、豊前市郵便入札実施要領を準用する。なお、本入札においては、工事内訳書

の提出は無いものとする。 

① 送付先   郵便事業株式会社豊前支店留 

② 送付方法  一般書留、簡易書留又は特定記録郵便のいずれかによる。左記以外の場合 

は無効とし、開封しない。 

③ 入札書の郵送開始  令和５年 12月 5日から 

④ 入札書の到達期限  令和５年 12月 12日必着 

⑤ 入札金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない額で入札をすること。 

 

９ 入札書の開札 

（1）日時及び場所 

① 開札日時  令和５年 12月 14日 15時 00分から 

② 開札場所  豊前市役所 3階  入札室 

  ③ 入札開札時に、豊前市及び福岡県から指名停止を受けている者の入札書は開札しない。 



（2）無効の入札 

豊前市郵便入札実施要領第 7条による。 

（3）入札立会人 

   豊前市郵便入札実施要領により、入札参加資格を有する者から選任して立会いを依頼する。 

（4）落札の決定 

予定価格より低い価格で、最低価格をもって入札した者を契約の相手方とする。 

 

10 契約の締結 

（1）契約書作成の要否  要 

（2）契約金額は、落札金額に消費税及び地方消費税を含んだ額とする。 

（3）契約保証金は、契約金額の 100分の 10以上とする。 

 

11 その他 

（1）入札参加者は、豊前市財務規則、契約及び入札心得、その他関係法令等を遵守すること。 

(2) 担当部局への電子メールに添付する電子ファイルのファイルサイズは１通あたり２ＭＢ以

内に収めること。ファイルサイズが２ＭＢ以内に収まらない場合は、担当部局に事前に相談し、

その指示に従うこと 。 


